
 

 

 

 

違反対象物公表制度とは 

 建物の利用者自らが火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用す

る判断として、建物の重大な消防法違反情報を公表する制度です。 

                                           

公表制度の対象建物は 

 映画館、スーパーマーケット、ホテル、遊技場、飲食店、病院、社会福祉施

設など不特定多数の者が利用する消防法上の特定防火対象物で、重大な消防法

令違反が立入検査において認められる建物です。 

                                        

公表対象となる違反は 

 消防用設備等が未設置の建物 

 １．屋内消火栓設備 

２．スプリンクラー設備 

３．自動火災報知設備 

                                    

公表する内容は 

 １．建物の名称 

 ２．建物の所在地 

 ３．違反の内容 

 ４。その他消防長が必要と認める事項 

                                    

公表の手続き及び方法は 

 立入検査の結果を建物関係者に通知した日から１４日経過してもその違反の

是正が認められない場合に、東洋町のホームページ等へ公表されます。 

 この公表は違反が是正されるまでの間続きます。 

                                    

建物関係者のみなさまへ 

 次の場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署に

ご相談下さい。 

 １．増築や改築又は隣接建物と接続する場合 

 ２．飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等が建物に入居する場合 

 

 

 

 

 

東洋町の違反対象物公表制度 
    

問い合わせ先 

東洋町役場総務課 

Tel  0887-29-3111   Fax  0887-29-3813 

室戸市消防本部 予防班 

Tel  0887-22-0014   Fax  0887-22-4814  

 



違反対象物の公表 

   掲載日：2019／04／01 

 

東洋町火災予防条例第４８条の規定に基づき重大な消防法令違反（屋内消火

栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない、若しく

は設置されているが主たる機能が喪失しているもの）のある建物を公表します。 

 

 

東洋町 

防火対象物の名称 防火対象物の所在知 違反の内容 
その他消防長が 

必要と認める事項 

 

 

   

 

※現在、公表に該当する建物はありません。 

 

 

 

 

 


